
別紙２

申請者名：　　　　　　　　　　　

配点

適・否 －

Ａ・Ｂ・Ｃ 15

飼育
展示

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

社会
教育

Ａ・Ｂ・Ｃ 15

企画 Ａ・Ｂ・Ｃ 15

広報
誘客

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

Ａ・Ｂ・Ｃ 15

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

Ａ・Ｂ・Ｃ 10

Ａ・Ｂ・Ｃ 5

適・否 －

Ａ・Ｂ・Ｃ 5

収支
計画

Ａ・Ｂ・Ｃ 15

Ａ・Ｂ・Ｃ 5

適・否 －

－ 150

※　評価：各審査の基準ごとに該当する評価に○をつける。

※　特記事項　：審査に当たり、特に優れている点、劣る点などがあれば記入する。

※　コメント欄：申請者のプレゼンテーションを受けて、自由に記入する。

※　評価点　　：審査の観点のチェックの状況を踏まえ「評価点基準」から評価点数を算出する。

評価点基準

評価 評価点算出式

Ａ 　要求水準を大きく上回っている 配点×1.0

Ｂ 　要求水準を上回っている 配点×0.8

Ｃ 配点×0.5

宮島水族館指定管理者選定基準表

委員名：　　　　　　　　　　　　

条例に定める審査基準 審査項目 審査の視点 評価

(1)事業計画書の内容が、利用
者の平等な利用を確保できるも
のであること。

平等な利用の確保
事業計画の内容が安定的かつ利用者の平等性が確保さ
れているか

共　通
基本理念を踏まえた運営方針や事業計画が戦略的かつ
具体的に考えられているか

飼育展示生物に対し、適切な飼育を行い、必要な飼育
数や調達等、今後の飼育展示について具体的な方針が
示されているか。また、その方針は、瀬戸内海を中心
とした構成になっているか
希少生物の保護や繁殖などについて具体的な取組が示
されているか

水族館の設置目的である調査・研究、社会教育など、
自然環境への意識の高揚を図るための取り組みについ
て、意欲的かつ具体的な活動が示されているか

来館者の満足度の向上やリピーターの獲得に有効かつ
効果のある企画が考えられているか

水族館の魅力発信の方法は有効的かつ効果的なものと
なっているか。また、来館者の獲得に期待が持てるか

維持管理
維持管理に係る計画について、目的が明確で、具体的
な行動を細分化したものになっているか。また体制が
合理的なものになっているか

自主事業
物販飲食など、利用者の利便性向上に対する提案はあ
るか。また、来館促進に繋がる計画的かつ具体的な提
案があるか

組織は適正な体制で構成されているか

必要な有資格者は配置されているか

人員の数や配置は適正であるか

緊急事態や苦情対応等に対して、迅速かつ的確に対応
できる体制が構築されているか

財政基盤や経営状況は、持続的、安定的に運営できる
状況にあるか

類似事業の受託等の実績があり、かつ成果をあげてい
るか

利用料金の設定、収入及び支出の見込みが適切である
か。また、納付金の設定が妥当であり、持続可能なも
のであるか

(4)観光振興と地域経済へ貢献
する施設としての役割に適合し
た事業を行う能力を有している
ものであること。

観光振興・
地域経済への貢献

宮島を訪れる観光客の回遊促進や滞在時間の延長等に
よる観光振興や地域経済への貢献について考えられて
いるか

(5)前各号に掲げるもののほ
か、宮島水族館の設置の目的を
達成するために十分な能力を有
しているものであること。

パートナーシップ
廿日市市との信頼関係に基づくパートナーシップに対
する考え方が適切か

合計

【コメント】

評価指標

　要求水準を最低限満たしている

指
定
管
理
業
務

運
営

組
織
・
運
営
体
制

経営基
盤・実
績等

(2)事業計画書の内容が、宮島
水族館の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、その管理に係る
経費の縮減が図られるものであ
ること。

(3)事業計画書に沿った管理を
安定して行う物的能力及び人的
能力を有しているものであるこ
と。

指
定
管
理
業
務

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト


